
 

 

 

 

 

 

６月３日（金）に北九州市教育委員会学校教育課 学校家庭地域

連携担当主幹 佐藤 文俊 様、学校教育課 指導主事 松村 央子 

様をお迎えして、尾倉中学校区第１回学校運営協議会が開かれまし

た。尾倉中学校区は、令和４年度より国型コミュニティ・スクールに

指定されています。教育委員会が制定する規則に基づいて、「学校

運営協議会」を設置した学校をコミュニティ・スクールといいます。 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は、学校と地域住

民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域

とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みです。   

コミュニティ・スクールでは、学校運営に地域の声を積極的に生

かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていきます。 

法律（地教行法第４７条の５）に基づいて教育委員会が学校に設

置する学校運営協議会には、主な役割として、 

  ●校長が作成する学校運営の基本方針を承認する 

●学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることが

できる 

●教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項につい

て、教育委員会に意見を述べることができる 

の３つがあります。 

学校運営協議会委員は、教育委員会から任命された保護者や地域の方々、地域学校協働活動

推進員等と校長から構成されます。 

学校運営に保護者や地域の皆さんも参画してもらい、学校と地域がパートナーとなって、地域の

子どもたちを育てていくことを通して、学校づくり、地域づくりを進めていくのがコミュニティ・スクー

ル（学校運営協議会制度）です。 

子どもたちを取り巻く環境や学校の抱える課題が複雑化・困難化している中で、その課題を解

決し、未来を担う子どもたちの豊かな成長のためには、地域と学校とが連携・協働していくことが

必要になってきます。国型のコミュニティ・スクールは、その有効な手だての一つといわれています。 

 第１回学校運営協議会は、初めに私が代表してあいさつを述べました。次に、北九州市教育委

員会学校教育課 学校家庭地域連携担当主幹 佐藤 文俊 様からご挨拶をいただきました。その

後、学校運営協議会委員の皆様に自己紹介をしていただきました。 

休憩の後は授業を参観しました。どの学級も熱心に授業に参加していて、委員の方々から「落ち

着いていますね」とお褒めの言葉をいただきました。修学旅行や SDGs 体験学習の写真の前では、

熱心に生徒の活動の様子をご覧いただきました。 

参観後は協議会会長の選任を行いました。委員の皆様から推薦をいただき、野田 英雄 様に

本年度の会長をお願いしました。続いての協議では、まず、尾倉中、皿倉小の「学校経営方針」の

概要及び学校の現状説明、年間行事計画の説明を行い、委員の皆様から承認していただきました。 

意見交換では、 

●尾倉中下の公園（のり面）整備について ●学力向上について（地域の児童生徒の受け入れ） 

●災害、犯罪防止における地域との連携について ●地域の見守りについて 

●不登校児童生徒の対応について  

などの貴重な意見交換ができました。最後に北九州市立皿倉小学校森永校長が閉会の挨拶を述

べ、第１回学校運営協議会を終えました。 

 第２回の学校運営協議会は２学期の予定です。今後も地域の支援を受けながら、よりよい尾倉中

学校を創造していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏 名 役 職 

１ 田坂 德男 様 北九州市立尾倉中学校後援会会長 

２ 淺野 英崇 様 尾倉幼稚園園長 

３ 吉村 憲二 様 尾倉まちづくり協議会会長 

４ 半田 百合枝 様 地域学校協働活動推進員 

５ （会 長）野田 英雄 様 尾倉青少年育成会会長 

６ 藤本 さつき 様 北九州市立尾倉市民センター館長 

７ 右田 章 様 北九州市立皿倉小学校 PTA会長 

８ 髙村 壮士 様 北九州市立尾倉中学校 PTA会長 

９ 黒岩 容子 様 皿倉放課後児童クラブ主任指導員 

１０ 森永 勇芽 北九州市立皿倉小学校校長 

１１ 栗原 博巳 北九州市立尾倉中学校校長 

第１回学校運営協議会開催されました！ 

（学校運営協議会 校長挨拶より） 
こんにちは 本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。尾倉中学校 校長 栗原で

ございます。尾倉中に着任して１年２か月が過ぎ、歴代の校長が築いてきた歴史を感じているところで
す。地域や保護者の方に温かく支えていただき感謝しています。今後もご協力をお願いします。学校運
営協議会は、学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させること
で、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める法律（地
教行法第４７条の5）に基づいた仕組みです。具体的には、学校運営に資するため、（1）尾倉中・皿倉小の
教育の取組が、家庭や地域社会に理解されると共に、保護者や地域住民の意向を把握し、反映させる
（2）両校が地域に根ざし、より一層、発展するために協力・支援を得ることを目的としています。今後と
も学校として、いろいろな機会を通じて、学校の取組や課題を伝えていきたいと思います。本日はよろ
しくお願いいたします。 

 

令和４年度 学校運営協議会委員の皆様 



 


